
指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し等の規定【介護保険法】 

条文 参照条文 

（指定の取消し等） 
第７８条の１０ 市町村長は、次の各号のい 
ずれかに該当する場合においては、当該指 
定地域密着型サービス事業者に係る第４２条の
２第１項本文の指定を取り消し、又は期間を定
めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止
することができる。 

（１）指定地域密着型サービス事業者が、第７８
条の２第４項第４号の２から第５号の２まで、
第９号（第５号の３に該当する者のあるもので
あるときを除く。）、第１０号（第５号の３に
該当する者のあるものであるときを除く。）、
第１１号（第５号の３に該当する者であるとき
を除く。）又は第１２号（第５号の３に該当す
る者であるときを除く。）のいずれかに該当す
るに至ったとき。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）指定地域密着型サービス事業者が、第７８
条の２第６項第３号から第３号の４までのいず
れかに該当するに至ったとき。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
第７８条の２第４項 
第４号の２ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる
までの者であるとき。 

第５号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定
により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であると
き。 

第５号の２ 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

第５号の３ 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規
定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく３月以上の期間にわたり、
当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。 

第９号 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第４号の２
から第６号まで又は前３号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

第１０号 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第４号の
２から第５号の３まで、第６号の２又は第７号から第８号までのいずれかに該当する者のあるものであ
るとき。 

第１１号 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が第
４号の２から第６号まで又は第７号から第８号までのいずれかに該当する者であるとき。 

第１２号 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第
４号の２から第５号の３まで、第６号の２又は第７号から第８号までのいずれかに該当する者であると
き。 

第７８条の２第６項 
第３号 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役員等のうちに第１号又は
前３号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

第３号の２ 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役員等のうちに第１号 
の２又は第２号から第２号の３までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 



 
 
 
 
 
 
 

（３）指定地域密着型サービス事業者が、第７８
条の２第８項の規定により当該指定を行うに当
たって付された条件に違反したと認められると
き。 
 
 

（４）指定地域密着型サービス事業者が、当該指
定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又
は人員について、第７８条の４第１項の市町村
の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条
例で定める員数又は同条第５項に規定する指定
地域密着型サービスに従事する従業者に関する
基準を満たすことができなくなったとき。 

 
 
 
 
（５）指定地域密着型サービス事業者が、第７８
条の４第２項又は第５項に規定する指定地域密
着型サービスの事業の設備及び運営に関する基
準に従って適正な指定地域密着型サービスの事
業の運営をすることができなくなったとき。 
 
 

 
 
 
（６）指定地域密着型サービス事業者が、第７８
条の４第８項に規定する義務に違反したと認め
られるとき。 
 

（７）指定地域密着型サービス事業者（地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うもの
に限る。）が、第２８条第５項（第２９条第２
項、第３０条第２項、第３１条第２項、第３３
条第４項、第３３条の２第２項、第３３条の３
第２項及び第３４条第２項において準用する場
合を含む。第８４条、第９２条、第１０４条及

第３号の３ 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業所で、その管理者が
第１号又は第２号から第２号の３までのいずれかに該当する者であるとき。 

第３号の４ 申請者（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業所で、その管理者が
第１号の２又は第２号から第２号の三までのいずれかに該当する者であるとき。 

 
第７８条の２第８項 市町村長は、第４２条の２第１項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な
運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 
 
 
 
 

第７８条の４第１項 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で
定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しな
ければならない。 

第７８条の４第５項 市町村は、第３項の規定にかかわらず、同項第１号から第４号までに掲げる事項に
ついては、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従
業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができ
る。 
 

●（３市３町）指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備
及び運営に関する基準を定める条例 
 
第７８条の４第２項 前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関す
る基準は、市町村の条例で定める。 

第７８条の４第５項 市町村は、第３項の規定にかかわらず、同項第１号から第４号までに掲げる事項に
ついては、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従
業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができ
る。 
 

●（３市３町）指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備
及び運営に関する基準を定める条例 
 
第７８条の４第８項 指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律
又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

 
 
第２８条第５項 市町村は、前項において準用する前条第２項の調査を第４６条第１項に規定する指定居
宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者
若しくは施設（以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。）又は介護支援専門員であ
って厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 

 
 



び第１１４条の６において同じ。）の規定によ
り調査の委託を受けた場合において、当該調査
の結果について虚偽の報告をしたとき。 
 

（８）地域密着型介護サービス費の請求に関し不
正があったとき。 
 

（９）指定地域密着型サービス事業者が、第７８
条の７第１項の規定により報告又は帳簿書類の
提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、
又は虚偽の報告をしたとき。 
 
 
 
 
 
 

（１０）指定地域密着型サービス事業者又は当該
指定に係る事業所の従業者が、第７８条の７
第１項の規定により出頭を求められてこれに
応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁
せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の
規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避
したとき。ただし、当該指定に係る事業所の
従業者がその行為をした場合において、その
行為を防止するため、当該指定地域密着型サ
ービス事業者が相当の注意及び監督を尽くし
たときを除く。 

 
（１１）指定地域密着型サービス事業者が、不正
の手段により第４２条の２第１項本文の指定を
受けたとき。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１２）前各号に掲げる場合のほか、指定地 

域密着型サービス事業者が、この法律その他国
民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令

 
 
 
 
 
 
 
第７８条の７第１項 市町村長は、地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるとき
は、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指
定に係る事業所の従業者であった者（以下この項において「指定地域密着型サービス事業者であった者
等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型サービス事
業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者等に対
し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者
の当該指定に係る事業所、事務所その他指定地域密着型サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、
その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４２条の２第１項 市町村は、要介護被保険者が、当該市町村（住所地特例適用被保険者である要介護
被保険者（以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。）に係る特定地域密着型サービスにあって
は、施設所在市町村を含む。）の長が指定する者（以下「指定地域密着型サービス事業者」という。）
から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス（以下
「指定地域密着型サービス」という。）を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密
着型サービスに要した費用（地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に
要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。）について、地域密着
型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第３７条第１項の規定による指定を受
けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでな
い。 

 
介護保険法施行令第35条の５各号 
健康保険法、児童福祉法、栄養士法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医

療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、知的障



で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若
しくは処分に違反したとき。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１３）指定地域密着型サービス事業者に係 
る老人福祉法第２９条第１８項の規定による通
知を受けたとき。 

 
（１４）前各号に掲げる場合のほか、指定地 

域密着型サービス事業者が、居宅サービス等に
関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

 
（１５）指定地域密着型サービス事業者が法 

人である場合において、その役員等のうちに指
定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力
の停止をしようとするとき前５年以内に居宅サ
ービス等に関し不正又は著しく不当な行為をし
た者があるとき。 
 

（１６）指定地域密着型サービス事業者が法人で
ない事業所である場合において、その管理者が
指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効
力の停止をしようとするとき前５年以内に居宅
サービス等に関し不正又は著しく不当な行為を
した者であるとき。 

 

害者福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、老人福祉
法、理学療法士及び作業療法士法、高齢者の医療の確保に関する法律、社会福祉士及び介護福祉士法、義
肢装具士法、精神保健福祉士法、言語聴覚士法、発達障害者支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、就学前の
子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、子ども・子育て支援法、再生医療等の
安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法、難病の患者に対する医療等に関する法律、公認心理
師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床研究法 
【33 法律】 

 
 
老人福祉法第２９条第１８項 都道府県知事は、介護保険法第４２条の２第１項本文の指定(地域密着型
特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。)を受けた有料老人ホームの設置者に対して第１６
項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければな
らない。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消し等の規定【介護保険法】 

条文 参照条文 

（指定の取消し等） 
第１１５条の１９ 市町村長は、次の各号のいず
れかに該当する場合においては、当該指定地域
密着型介護予防サービス事業者に係る第５４条
の２第１項本文の指定を取り消し、又は期間を
定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停
止することができる。 

（１）指定地域密着型介護予防サービス事業者
が、第１１５条の１２第２項第４号の２から第
５号の２まで、第９号（第５号の３に該当する
者のあるものであるときを除く。）、第１０号
（第５号の３に該当する者のあるものであると
きを除く。）、第１１号（第５号の３に該当す
る者であるときを除く。）又は第１２号（第５
号の３に該当する者であるときを除く。）のい
ずれかに該当するに至ったとき。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）指定地域密着型介護予防サービス事業者
が、第１１５条の１２第４項第３号から第６号
までのいずれかに該当するに至ったとき。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
第１１５条の１２第２項 
第４号の２ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる
までの者であるとき。 

第５号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定
により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であると
き。 

第５号の２ 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

第５号の３ 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規
定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、
当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。 

第９号 申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役
員等のうちに第４号の２から第６号まで又は前３号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

第１０号 申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その
役員等のうちに第４号の２から第５号の３まで、第６号の２又は第７号から第８号までのいずれかに該
当する者のあるものであるとき。 

第１１号 申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事
業所で、その管理者が第４号の２から第６号まで又は第７号から第８号までのいずれかに該当する者で
あるとき。 

第１２号 申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事
業所で、その管理者が第４号の２から第５号の３まで、第６号の２又は第７号から第８号までのいずれ
かに該当する者であるとき。 

 
 
第１１５条の１２第４項 
第３号 申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人で、その役
員等のうちに第１号又は前３号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

第４号 申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人で、その役
員等のうちに第１号の２又は第２号から第２号の３までのいずれかに該当する者のあるものであると
き。 

第５号 申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）が、法人でない事業
所で、その管理者が第１号又は第２号から第２号の３までのいずれかに該当する者であるとき。 

第６号 申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。）が、法人でない事業



 
 
 
 
 
（３）指定地域密着型介護予防サービス事業者
が、第１１５条の１２第６項の規定により当該
指定を行うに当たって付された条件に違反した
と認められるとき。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）指定地域密着型介護予防サービス事業者
が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若し
くは技能又は人員について、第１１５条の１４
第１項の市町村の条例で定める基準若しくは同
項の市町村の条例で定める員数又は同条第５項
に規定する指定地域密着型介護予防サービスに
従事する従業者に関する基準を満たすことがで
きなくなったとき。 

 
 
 
 
 
（５）指定地域密着型介護予防サービス事業者
が、第１１５条の１４第２項又は第５項に規定
する指定地域密着型介護予防サービスに係る介
護予防のための効果的な支援の方法に関する基
準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業
の設備及び運営に関する基準に従って適正な指
定地域密着型介護予防サービスの事業の運営を
することができなくなったとき。 

 
 
 
 
 

所で、その管理者が第１号の２又は第２号から第２号の３までのいずれかに該当する者であるとき。 
 
 
 
 
第１１５条の１２第６項 申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。）
が、第１１５条の１９（第２号から第５号までを除く。）の規定により指定（介護予防認知症対応型共
同生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者（当
該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第１５条の
規定による通知があった日前６０日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して
５年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、
当該通知があった日前６０日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５年
を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サー
ビス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防
止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の
状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を
考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる
ものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

 
第１１５条の１４第１項 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市
町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従
事する従業者を有しなければならない。 

第１１５条の１４第５項 市町村は、第３項の規定にかかわらず、同項第１号から第４号までに掲げる事
項については、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービス
に従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を
定めることができる。 

 
●（３市３町）指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型介護予防 
サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防 
のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 
 
第１１５条の１４第２項 前項に規定するもののほか、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営
に関する基準は、市町村の条例で定める。 

第１１５条の１４第５項 市町村は、第３項の規定にかかわらず、同項第１号から第４号までに掲げる事
項については、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービス
に従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を
定めることができる。 

 
●（３市３町）指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型介護予防サービスの
事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準を定める条例 
 



（６）指定地域密着型介護予防サービス事業者
が、第１１５条の１４第８項に規定する義務に
違反したと認められるとき。 

 
（７）地域密着型介護予防サービス費の請求に関
し不正があったとき。 

 
（８）指定地域密着型介護予防サービス事業者
が、第１１５条の１７第１項の規定により報告
又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられて
これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

 
 
 
 
 
 
（９）指定地域密着型介護予防サービス事業 

者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第１
１５条の１７第１項の規定により出頭を求めら
れてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対
して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは
忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所
の従業者がその行為をした場合において、その
行為を防止するため、当該指定地域密着型介護
予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽
くしたときを除く。 
 

（１０）指定地域密着型介護予防サービス事業者
が、不正の手段により第５４条の２第１項本文の
指定を受けたとき。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１１）前各号に掲げる場合のほか、指定地域密
着型介護予防サービス事業者が、この法律その

第１１５条の１４第８項 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するととも
に、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければな
らない。 

 
 
 
 
第１１５条の１７第１項 市町村長は、地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認め
るときは、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者で
あった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項において「指定地域密着型介
護予防サービス事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を
命じ、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地
域密着型介護予防サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問
させ、若しくは当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指
定地域密着型介護予防サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他
の物件を検査させることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第５４条の２第１項 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村（住所地特例適用被保険者である居
宅要支援被保険者（以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。）に係る特定地域密着型介護
予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。）の長が指定する者（以下「指定地域密着型介護予
防サービス事業者」という。）から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所によ
り行われる地域密着型介護予防サービス（以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。）を受け
たとき（当該居宅要支援被保険者が、第５８条第４項の規定により同条第１項に規定する指定介護予防
支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防
サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限
る。）は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用（食事
の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この
条において同じ。）について、地域密着型介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被
保険者が、第３７条第１項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地
域密着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。 

 
介護保険法施行令第35条の５各号 
健康保険法、児童福祉法、栄養士法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、医療



他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で
政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命
令若しくは処分に違反したとき。 

 
 
 
 
 
 
 
 
（１２）前各号に掲げる場合のほか、指定地域密
着型介護予防サービス事業者が、居宅サービス
等に関し不正又は著しく不当な行為をしたと
き。 

 
（１３）指定地域密着型介護予防サービス事業者
が法人である場合において、その役員等のうち
に指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の
効力の停止をしようとするとき前五年以内に居
宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為
をした者があるとき。 

 
（１４）指定地域密着型介護予防サービス事業者
が法人でない事業所である場合において、その
管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは
一部の効力の停止をしようとするとき前５年以
内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当
な行為をした者であるとき。 

法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、知的障害
者福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、老人福祉
法、理学療法士及び作業療法士法、高齢者の医療の確保に関する法律、社会福祉士及び介護福祉士法、義
肢装具士法、精神保健福祉士法、言語聴覚士法、発達障害者支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、就学前の
子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、子ども・子育て支援法、再生医療等の
安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法、難病の患者に対する医療等に関する法律、公認心理
師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床研究法 
【33 法律】 

 
 
                              
                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



指定介護予防支援事業者の指定の取消し等の規定【介護保険法】 

条文 参照条文 

（指定の取消し等） 
第１１５条の２９ 市町村長は、次の各号のいず
れかに該当する場合においては、当該指定介護
予防支援事業者に係る第５８条第１項の指定を
取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若
しくは一部の効力を停止することができる。 

（１）指定介護予防支援事業者が、第１１５条の
２２第２項第３号の２から第４号の２まで、第
８号（同項第４号の３に該当する者のあるもの
であるときを除く。）又は第９号（同項第４号
の３に該当する者であるときを除く。）のいず
れかに該当するに至ったとき。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
第１１５条の２２第２項 
第３号の２ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる
までの者であるとき。 

第４号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定
により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であると
き。 

第４号の２ 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

第４号の３ 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規
定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく３月以上の期間にわたり、
当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。 

第５号 申請者が、第１１５条の２９の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して５年
を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行
政手続法第１５条の規定による通知があった日前６０日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消
しの日から起算して５年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所であ
る場合においては、当該通知があった日前６０日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの
日から起算して５年を経過しないものを含む。）であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護
予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生
を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他
の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規
定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で
定めるものに該当する場合を除く。 

第６号 申請者が、第１１５条の２９の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第１５条の規定
による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第１１５条
の２５五第２項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者
を除く。）で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

第６号の２ 申請者が、第１１５条の２７第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当
該検査の結果に基づき第１１５条の２９の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決
定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検
査が行われた日から１０日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に
第１１５条の２５第２項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由
がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

第６号の３ 第６号に規定する期間内に第１１５条の２５第２項の規定による事業の廃止の届出があった
場合において、申請者が、同号の通知の日前６０日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止につい



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）指定介護予防支援事業者が、当該指定に係
る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員
について、第１１５条の２４第１項の市町村の
条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定
める員数を満たすことができなくなったとき。 

 
 
 
（３）指定介護予防支援事業者が、第１１５条の
２４第２項に規定する指定介護予防支援に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関す
る基準に従って適正な指定介護予防支援の事業
の運営をすることができなくなったとき。 

 
 
（４）指定介護予防支援事業者が、第１１５条の
２４第６項に規定する義務に違反したと認めら
れるとき。 

 
（５）介護予防サービス計画費の請求に関し不正
があったとき。 

 
（６）指定介護予防支援事業者が、第１１５条の
２７第１項の規定により報告又は帳簿書類の提
出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又
は虚偽の報告をしたとき。 

 
 
 
 
（７）指定介護予防支援事業者又は当該指定に係
る事業所の従業者が、第１１５条の２７第１項
の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、
同項の規定による質問に対して答弁せず、若し

て相当の理由がある法人を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止に
ついて相当の理由があるものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して５年を経過
しないものであるとき。 

第７号 申請者が、指定の申請前５年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者で
あるとき。 

第８号 申請者が、法人で、その役員等のうちに第３号の２から第５号まで又は第６号から前号までのい
ずれかに該当する者のあるものであるとき。 

第９号 申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第３号の２から第５号まで又は第６号から第７号
までのいずれかに該当する者であるとき。 

 
第１１５条の２４第１項 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定
める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなければな
らない。 

 
●（３市３町）指定介護予防支援事業者の指定並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運 
営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め 
る条例 
 
第１１５条の２４第２項 前項に規定するもののほか、指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定め
る。 

 
●（３市３町）指定介護予防支援事業者の指定並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運 
営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め 
る条例 
 
第１１５条の２４第６項 指定介護予防支援事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又
はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

 
 
 
 
 
第１１５条の２７第１項 市町村長は、必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者若しくは指
定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項にお
いて「指定介護予防支援事業者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しく
は提示を命じ、指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防
支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指
定介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定介護予防支援の事業に関係のある場
所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 
 
 
 
 



くは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検
査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただ
し、当該指定に係る事業所の従業者がその行為
をした場合において、その行為を防止するた
め、当該指定介護予防支援事業者が相当の注意
及び監督を尽くしたときを除く。 

 
（８）指定介護予防支援事業者が、不正の手段に
より第５８条第１項の指定を受けたとき。 

 
 
 
 
（９）前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防
支援事業者が、この法律その他国民の保健医療
若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの
又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に
違反したとき。 

 
（１０）前各号に掲げる場合のほか、指定介護予
防支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又
は著しく不当な行為をしたとき。 

 
（１１）指定介護予防支援事業者の役員等のうち
に、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部
の効力の停止をしようとするとき前５年以内に
居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行
為をした者があるとき。 

 

 
 
 
 
 
 
 
第５８条第１項 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村（住所地特例適用居宅要支援被保険者に
係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村）の長が指定する者（以下「指定介護予防支援事業者」
という。）から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援（以下「指
定介護予防支援」という。）を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援
に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
介護保険法施行令第 35 条の５各号 

健康保険法、児童福祉法、栄養士法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、歯科衛 
生士法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉
法、知的障害者福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師
法、老人福祉法、理学療法士及び作業療法士法、高齢者の医療の確保に関する法律、社会福祉士及び介護
福祉士法、義肢装具士法、精神保健福祉士法、言語聴覚士法、発達障害者支援法、障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法
律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、子ども・子育て支援法、
再生医療等の安全性の確保等に関する法律、国家戦略特別区域法、難病の患者に対する医療等に関する法
律、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床
研究法【33 法律】 

 
 


